
▽
平
成
２４
年
度
朝
霞
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
６
号
）

補
正
額
は
１４
万
３
千
円
の
増
額

で
、
予
算
総
額
は
３６０
億
２
８
１
６

万
５
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
は
財
政
調
整
基
金
か
ら
の

繰
入
金
を
増
額
し
て
い
ま
す
。

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
新
た
に

設
置
さ
れ
る
附
属
機
関
の
委
員
報

酬
、
旅
費
を
増
額
し
、
こ
れ
ま
で

要
綱
で
設
置
し
て
い
た
会
議
体
を

条
例
化
す
る
こ
と
に
伴
い
委
員
謝

金
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

原
案
可
決
（
賛
成
多
数
）

▽
平
成
２４
年
度
朝
霞
市
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

補
正
額
は
４
万
６
千
円
の
増
額

で
、
予
算
総
額
は
５０
億
７
２
２
５

万
５
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
は
、
一
般
会
計
繰
入
金
を

増
額
し
て
い
ま
す
。

歳
出
は
、
朝
霞
市
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
条
例
お

よ
び
朝
霞
市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
運
営
委
員
会
条
例
を
制
定
す
る

こ
と
に
伴
い
、
委
員
報
酬
、
旅
費

を
増
額
し
、
こ
れ
ま
で
要
綱
で
設

置
し
て
い
た
会
議
体
の
委
員
謝
金

を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も

の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
た
に
設
置
す
る
附
属
機
関
の

委
員
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
を

別
表
に
加
え
る
も
の
で
す
。

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

次
の
１６
議
案
は
、
地
方
自
治
法

第
１３８
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
新
た
に
附
属
機
関
と
し
て
設
置

す
る
も
の
で
す
。

▽
朝
霞
市
外
部
評
価
委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
庁
舎
等
整
備
方
針
検
討

委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
賛
成
多
数
）

▽
朝
霞
市
入
札
監
視
委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策

定
委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
就
学
支
援
委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
学
校
給
食
用
物
資
選
定

委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
地
域
福
祉
計
画
進
行
管

理
委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
保
育
園
等
運
営
審
議
会

条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
児
童
虐
待
防
止
等
検
討

委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
老
人
ホ
ー
ム
入
所
判
定

委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
高
齢
者
福
祉
計
画
及
び

介
護
保
険
事
業
計
画
推
進
会
議
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
障
害
者
自
立
支
援
協
議

会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
障
害
者
プ
ラ
ン
推
進
委

員
会
条
例原

案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
運
営
協
議
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

運
営
委
員
会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

▽
朝
霞
市
健
康
づ
く
り
推
進
協
議

会
条
例

原
案
可
決
（
全
会
一
致
）

※

掲
載
内
容
は
第
１
回
臨
時
会

時
点
で
の
も
の
で
す
。

議
案
審
議

議
案
第
１
号

平
成
２４
年
度
朝
霞

市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
６
号
）

市
の
設
置
す
る
委
員
会
の

設
置
条
例
の
必
要
性

○
黒
川
滋
議
員

今
臨
時
議
会
の

全
議
案
は
、
市
の
設
置
す
る
審
議

会
・
委
員
会
の
設
置
条
例
が
必
要

と
い
う
理
由
で
提
案
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
行
政
内
に
市
民
や
有
識
者

の
意
見
を
聞
く
会
議
の
う
ち
、
条

例
を
必
要
と
す
る
要
件
は
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
か
。

平
成
２４
年
度
朝
霞
市
一
般
会
計
補
正

予
算（
第
６
号
）な
ど
１９
議
案
を
審
議

平
成
２５
年
第
１
回
朝
霞
市
議
会
臨
時
会
は
、
１
月
１５
日
に

招
集
さ
れ
、
会
期
を
１
日
と
定
め
開
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
臨

時
会
で
は
、
市
長
か
ら
１９
議
案
が
提
出
さ
れ
、
慎
重
に
審
議

し
た
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

今
回
の
臨
時
会
に
は
、
こ
れ
ま
で
要
綱
等
で
設
置
し
て
い

た
委
員
会
や
協
議
会
な
ど
の
会
議
体
を＊
地
方
自
治
法
第
１３８
条

の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
附
属
機
関
と
す
る
た
め
、
関
係

議
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
の
件
名
と
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

第１回朝霞市議会臨時会

＊地方自治法第１３８条の４第３項…普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属
機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置
くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

編 集：議会だより編集委員会
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市
民
参
加
や
市
民
協
働
が
求
め

ら
れ
る
時
代
に
、
市
民
や
民
間
人

と
市
職
員
が
政
策
形
成
に
向
け
て

意
見
交
換
す
る
全
部
が
議
会
に
条

例
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

は
思
え
ま
せ
ん
。
学
説
は
そ
の
解

釈
が
割
れ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。

現
時
点
で
の
朝
霞
市
の
認
識
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
審
議
監

地
方
自
治
法
の
規
定

に
よ
り
附
属
機
関
と
し
て
位
置
づ

け
た
ほ
う
が
誤
解
が
な
い
と
い
う

形
の
も
の
に
つ
い
て
今
回
条
例
化

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

こ
と
で
考
え
て
い
ま
す
。

市
の
考
え
方
は
、
法
律
の
規
定

に
従
っ
て
、
基
本
的
に
執
行
機
関

等
の
諮
問
等
に
応
じ
て
調
停
や
審

査
、
審
議
、
調
査
等
を
行
う
た
め

の
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ま

た
、
諮
問
等
の
内
容
が
市
民
ま
た

は
法
人
等
の
個
々
の
権
利
を
制
限

し
た
り
、
義
務
を
課
す
よ
う
な
事

項
に
つ
い
て
審
議
す
る
内
容
、
目

的
を
持
っ
て
い
る
会
議
体
で
あ
る

こ
と
。
委
員
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
職
員
以
外
の
委
員
の
皆
さ
ん

に
ご
参
加
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ

と
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
方
自
治
法
が
想
定
し

て
い
る
附
属
機
関
に
は
必
ず
し
も

該
当
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
部
分
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
皆

さ
ん
と
の
協
働
で
双
方
で
議
論
を

し
て
、
そ
の
会
の
進
め
方
や
、
相

互
主
体
的
に
意
見
を
述
べ
て
み
ん

な
が
協
働
し
て
動
け
る
ル
ー
ル
を

つ
く
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
附
属
機
関
、

内
部
組
織
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

は
合
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、

現
時
点
で
は
考
え
て
い
ま
す
。

附
属
機
関
に
該
当
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
司
法
判
断
は
あ
く
ま

で
も
条
例
で
設
置
す
る
と
い
う
こ

と
が
非
常
に
厳
格
に
適
用
さ
れ
て

い
る
現
状
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に

対
応
す
る
必
要
は
自
治
体
と
し
て

は
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

今
回
の
条
例
は
過
去
の
違
法

状
態
の
治
癒
に
な
ら
な
い
。

○
小
山
香
議
員

地
方
自
治
体
に

お
い
て
、
外
部
評
価
委
員
会
等
は

本
来
、
条
例
で
設
置
す
べ
き
で
あ

り
、
要
綱
で
設
置
さ
れ
た
場
合
は

違
法
附
属
機
関
と
な
る
。
こ
の
違

法
性
を
解
消
す
る
た
め
、
今
回
当

該
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条

例
が
制
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、

今
回
の
条
例
は
改
め
て
附
属
機
関

を
設
置
し
直
す
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
条
例
で
設
置
さ
れ
る
以
前
の

違
法
状
態
は
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
。

過
去
の
違
法
状
態
を
解
消
す
る
た

め
に
は
、
追
認
条
例
の
制
定
、
も

し
く
は
条
例
に
遡
及
効
を
規
定
な

ど
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

○
審
議
監

追
認
条
例
に
つ
い
て

は
、
ま
ず
は
追
認
す
る
法
的
必
要

性
が
あ
る
の
か
ど
う
か
の
検
討
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
設
置
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

問
題
性
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
の
会
議
体
の
中
で
運
営
さ

れ
て
、
議
論
を
重
ね
ら
れ
た
そ
の

中
身
に
つ
い
て
は
、
私
は
意
味
の

あ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
た
い

と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
を
新
た
な

条
例
に
基
づ
く
委
員
会
に
も
引
き

継
い
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

議
案
第
６
号

朝
霞
市
入
札
監

視
委
員
会
条
例

朝
霞
市
入
札
監
視
委
員
会

条
例

○
田
辺
淳
議
員

今
年
度
初
め
て

朝
霞
市
に
設
置
さ
れ
た
入
札
監
視

委
員
会
は
、
入
札
・
契
約
の
適
正

化
を
進
め
る
う
え
で
、
新
た
な
試

み
で
あ
り
注
目
さ
れ
ま
す
。
政
府

の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
第
三
者

機
関
と
し
て
政
府
か
ら
一
定
程
度

独
立
し
た
機
関
で
あ
る
べ
き
だ
と

話
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
同
様
に

市
の
入
札
監
視
委
員
会
も
、
執
行

部
か
ら
距
離
を
置
い
た
組
織
で
あ

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。

ま
だ
会
議
は
一
度
開
催
さ
れ
た
だ

け
で
す
が
、
そ
の
内
容
と
、
今
後

の
同
委
員
会
の
招
集
・
進
め
方
に

つ
い
て
ご
説
明
く
だ
さ
い
。

○
副
市
長

第
１
回
は
委
員
長
お

よ
び
委
員
長
代
理
の
選
出
、
年
間

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
決
定
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
基
本
的
に
上
半
期

は
８
月
か
１０
月
、
下
半
期
は
１
月

か
２
月
に
開
催
し
ま
す
。
上
半
期

の
審
議
案
件
は
、
前
年
度
の
１０
月

か
ら
３
月
ま
で
の
半
年
間
、
下
半

期
は
当
該
年
度
の
４
月
か
ら
９
月

ま
で
に
実
施
し
た
入
札
等
の
分
を

審
議
し
ま
す
。
件
数
は
お
お
む
ね

１
開
催
ご
と
に
１０
件
以
内
と
し
、

審
議
案
件
の
抽
出
方
法
は
、
３
人

の
委
員
の
輪
番
制
で
無
作
為
に
当

該
案
件
か
ら
選
ん
で
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
審
議
案
件
は
、

一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
、

随
意
契
約
に
お
け
る
審
議
過
程
等

で
、
あ
わ
せ
て
何
か
あ
れ
ば
市
長

に
意
見
の
具
申
を
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

議
案
第
１７
号

朝
霞
市
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
条
例

委
員
構
成
に
つ
い
て

○
石
川
啓
子
議
員

地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
と
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
運
営
委
員
会
は

同
じ
委
員
構
成
で
す
が
、
両
委
員

会
と
も
事
業
の
評
価
や
事
業
者
の

指
定
、
廃
止
な
ど
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
が
適
切
に
提
供
さ
れ
て
い
る
か

事
業
者
に
対
し
て
厳
し
い
対
応
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
委
員
の
中

に
介
護
関
連
事
業
者
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
関
係
事
業
者
で
あ
っ

た
場
合
な
ど
公
平
性
、
公
正
性
が

保
た
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。

○
健
康
づ
く
り
部
長

介
護
サ
ー

ビ
ス
お
よ
び
介
護
予
防
に
関
す
る

事
業
者
が
地
域
包
括
、
あ
る
い
は

地
域
密
着
に
メ
ン
バ
ー
と
し
て
入

っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
一
般
の
事

業
者
名
で
す
が
、
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
の
方
に
代
表
で
出
席
し
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
例
え
ば
利
害
関
係
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
案
件
に
つ

い
て
は
、
当
然
除
斥
と
い
う
の
も

あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
な
も

の
を
定
め
た
基
準
、
あ
る
い
は
方

針
的
な
も
の
は
こ
れ
か
ら
検
討
し

て
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
会
の
詳
細
は
会
議
録
で

審
議
内
容
を
詳
し
く
お
知
り
に

な
り
た
い
方
は
、
市
役
所
３
階
の

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
図
書
館
ま

た
は
各
公
民
館
図
書
室
で
会
議
録

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け

ま
す（
今
回
の
会
議
録
は
、３
月
上

旬
に
公
開
を
予
定
し
て
い
ま
す
）。

議会だより 
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